
特別賛同団体：就職差別撤廃東京実行委員会

月　間　事　業
就職差別解消シンポジウム＜定員1200名（無料・事前申込制）※当日受付も可能＞

主　催 東京都、東京労働局 （共催：練馬区）

主　催 公益財団法人　東京都人権啓発センター

会　場 練馬文化センター　こぶしホール
（練馬区練馬１－17－37）
●西武池袋線・西武有楽町線「練馬駅」中央北口から徒歩約1分
●都営地下鉄大江戸線「練馬駅」北口から徒歩約1分

基調講演 講　師：炭谷　茂 氏
　　 （本事業「特別賛同団体」代表者（就職差別撤廃東京実行委員会委員長））

お問い合わせ 東京都産業労働局雇用就業部 TEL:03（5320）4649

記念講演 講　師：竹内　良 氏
　　 （公益財団法人　東京都人権啓発センター人権研修講師）

＊上記のほか、公正な採用選考に関する現場からの報告及びＤＶＤ「なぜ公正採用選考は基本なのか」の上映を予定

人権啓発映画会＜定員240名（無料・事前申込制）

日　時 令和８年６月23日（火）
午後2時～午後4時30分 

（渋谷区神宮前５－53－67）
会　場 東京ウィメンズプラザ　ホール

●JR・東急東横線・京王井の頭線・東京メトロ副都心線
  「渋谷駅」宮益坂口から徒歩約12分
●東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線
  「表参道駅」B2出口から徒歩約７分
●都バス（渋88系統） 渋谷駅から２つ目（４分）
   青山学院前バス停から徒歩約２分

映　画 「公正な採用選考をめざして～共に歩む未来へ～」「ぼくとパパ、約束の週末」

お問い合わせ（公財）東京都人権啓発センター TEL:03（6722）0085

テーマ 「部落差別解消推進法10年を迎える中で公正採用選考を考える
～部落地名総鑑発覚50年・同和対策審議会答申60年を経て～」

このほか啓発ポスターの掲出、WEB広告動画による啓発、区市町村や経済団体への協力要請など啓発キャンペーンを実施します。

日　時 令和８年６月４日（木）午後1時～午後4時
※令和8年7月上旬から2か月程度、本シンポジウムの動画を
　一部東京都公式動画チャンネル「東京動画」等へ掲載する
　予定です。
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◆

◆「賛同団体」の詳細はホームページ「TOKYOはたらくネット」をご参照ください

6月は就職差別解消月は就職差別解消
促進月間です

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/kosei/kouen-eiga/

募集期間 令和８年５月31日（日）まで

申請方法 以下のホームページ掲載の専用フォームから登録申請

「賛同団体」に登録されると、自社・団体が公正な採用選考に取り組んでいることを
内外にPRすることができます！

6月は就職差別解消
促進月間です

なくそう就職差別
問われる企業と社会の人権感覚
就職は、生活の安定確保や労働を通じた社会参加など、人間が幸せに生きていく上で基本
となるものです。このため、採用選考は応募者の適性と能力に基づき公正に行われなければ
なりません。
　しかしながら、面接時に本籍地や思想・信条、家族構成や家族の職業等を聞くなど、就職差
別につながるおそれのある事例が現在もあります。
　東京都では、６月を「就職差別解消促進月間」とし、就職差別をなくし、就職の機会均等を確
保するため、東京労働局及びハローワーク等と連携して啓発活動を展開しています。

就職差別解消の気運を一層高めていくための取組として、就職差別解消促進月間の趣旨に賛
同し、東京都の啓発活動に協力いただける都内企業・団体を「賛同団体」として広く募集し、
ホームページ「TOKYOはたらくネット」に掲載しています。

ＴＯＫＹＯはたらくネット 検 索

産業労働局雇用就業部 　TEL:03（5320）4649      
産業労働局総務部 　TEL:03（5320）4624

総務局人権部 　　　　　　　　TEL:03（5388）2588      
(公財)東京都人権啓発センター TEL:03（6722）0085

お問い合わせ


